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研究の概要（４行以内）：知的財産法の究極の目的が知的創作物の創作の奨励とその保護にあ
るのではなく、パブリック・ドメインを豊かにしその利用を確保するところにあるという視点
に立脚して、各種知的財産法における個別論点を横断的に検討し、パブリック・ドメインの醸
成 と 確保 とい う目 的を 実 現す るた めの 具体 的 な解 釈論 、立 法論 を 提言 する 。
研 究 分 野：新領域法学関連  
キ ー ワ ー ド：知的財産  パブリック・ドメイン  特許  著作権  商標 

１．研究開始当初の背景 
従来の知的財産法学の世界では、知的財産

の根幹に置かれることが多い知的創作物や
創作者概念に比して、パブリック・ドメイン
は知的財産権の対象ではないものとして消
極的に定義されるに止まり、スポットライト
が当てられることは稀であった。 
 
２．研究の目的 
知的財産法が創作を奨励し産業や文化の

発展を目的とする以上、その究極の目標はパ
ブリック・ドメインを豊かにし、人々にその
利用を享受させるところにあるはずであり、
知的創作物の創作者に対する権利はそれを
実現する手段に過ぎないはずである。本研究
は、このようなパブリック・ドメインを中心
に置いた知的財産法に対するものの見方を
軸に、いかにしてパブリック・ドメインを豊
かにし、その利用を確保するのかという観点
から各種の知的財産法の論点を横断的に考
察し、創作物や創作者中心主義ではない、パ
ブリック・ドメイン中心主義の知的財産法の
構築を目指す。 
 
３．研究の方法 
研究代表者、研究分担者が組織する各知的

財産法研究会を中心として各地に知財法研
究を志す研究者・実務家のクラスターを形成
し、各地を巡回するパブリック・ドメイン研
究会によりそのネットワーク化を図り、本研
究の発展を期す。成果を『知的財産法政策学
研究』等に公表し、社会還元を図る。 
 

４．これまでの成果 
本研究の総論的成果は以下のとおりであ

る。 
知的財産法は、世代間衡平性、検証不可能性
の問題があるために効率性のみで完全に積
極的に正当化しえず、効率性改善のチャンス
に賭けるということを民主的に決定すると
いう民主性に正統性を求めたうえで、特定の
者に利益を集中させることを消極的に正当
化するために、自然権論を持ち出す必要があ
る。しかし、まさに多数の者の行為を広く薄
く規制する反面、特定の者に利益を集中させ
る制度であるために、構造的に政策形成過程
のバイアスの影響を受けやすく、民主的な正
統性を危うくし、人の行為を過度に規制する
ことになる。しかし、人は利己的にのみ行動
するわけではないから、議論による政策形成
に期待しえないことはないが、その際には政
策形成過程のバイアスを促進する認知バイ
アスを喚起する「知的財産(権)」ではなく、
「政府による行為規制」という自由を確保す
ることを意識させるメタファを用いるべき
である。従来主流を占めていた、「創作物の
保護」というメタファは、政策形成過程のバ
イアスを促進する方向に働いてしまう。そこ
で、むしろ「パブリック・ドメインの醸成と
確保」こそが知的財産法の目的であることを
意識させることで、バイアスに抗する議論を
促し、適切な制度設計の実現が可能となる。  
こうした総論に基づく各論的な成果は、特許
法、著作権法、商標法、不正競争防止法など
の諸分野について多岐にわたる。とりわけ、
ダウンロード違法化拡大立法をめぐる一連
の騒動では本研究の参加者が本研究の考え
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方に従い、バイアスに抗った結果、パブリッ
ク・ドメインを過度に浸食する広汎な立法に
歯止めをかけることに成功した。 
 
５．今後の計画 
パブリック・ドメインの境界線上の紛争に

対しては、権利成立の要件のところで権利を
認めるか否かというオール・オア・ナッシン
グの方法論の対処には限界がある。そこで、
各論に関する検討を踏まえつつ、最終的には、
知的財産権は行為規制であり、権利の発生か
ら侵害の成否を決する場面を経て権利の救
済に至る一連のプロセスにおいて、関連する
諸事情を関連する機関が適宜判断していく
ことで、最終的に望ましい行為規制を実現す
るという、研究代表者の知的財産法一般に対
するアプローチを応用し、権利成立、保護範
囲、救済のあり方等の各場面での対処を連動
させてプロセス的に解決するという一般的
方法論を確立する。 
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7．ホームページ等 
・田村善之の HP： 

http://webpark2085.sakura.ne.jp/ 
・北海道大学情報法政策学研究センターのHP： 

https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/ 
・Branislav Hazucha の HP： 

https://lex.juris.hokudai.ac.jp/~bhazucha
/index-jp.html 

・吉田広志の HP： 
http://takabee.my.coocan.jp/ 

・上野達弘の HP： 
http://www.f.waseda.jp/uenot/ 


